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全国商工新聞を
お読みください

中小業者の悩みを
いっしょに解決！相談会を開催します

週刊・月
500円

裏面に
ご案内



相談会のご案内無料

民商こんな時に
頼りになります

中小業者・フリーランスのみなさん

　「取引先からインボイスの登録を求められた」「いった
ん登録したけど取り消したい」―民商では、小規模事業
者に重い消費税負担や事務負担を押し付けるインボイス
制度への対策も業者どうしで話し合って進めています。

業者の立場で、一緒に対策

インボイスの登録や登録取り消し

　民商は全国で自治体要請に取り組んで、ガソリン代補
助や賃上げ支援、物価高対策の補助金などを提案。実
施された制度を活用しています。
　資金繰り対策では、無担保・無保証人など低利で安
心できる国や自治体の制度融資を活用。条件変更や借り
換えなどの相談にも乗っています。

物価高対策の補助金を要望して活用

補助金や制度融資の活用

　民商では、領収書整理会
やパソコン記帳会など、「自分
でできる」記帳・決算・申告
を進めています。
　厳しい税務調査にも納税者
の権利を学んで対応。仲間と
一緒に強引な調査をはね返し
ています。

納税者の権利学び、
税務調査にも対応

　事前通知のない調査のときは
その理由を確認しましょう。調査
の日時、場所について都合の悪い
ときは変更させることができます
（国税通則法74条9。憲法13条・31
条。国税庁の税務運営方針）
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調査日時の変更は可能

記帳・決算・申告　税務調査対策も

　税金や社会保険料の
徴収が厳しくなっていま
す。民商では財務大臣
などの国会答弁を生か
し、「納付の猶予」や「分
割で納付」が認められ
る納税緩和制度を活用
し、経営を守っています。

督促を受けたら、
差し押さえ前に相談を

社会保険料、消費税、国保が納めきれない

「実情に応じ丁寧に対応する」
「倒産は避け経営基盤を守る」

国会質疑で大臣が言明

詳しい
情報は
 こちらから

悩み
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